
災害時にお け る 水道施設等復 旧 に係 る応急対策への協力 に関す る 協定書

鳥取県 (以 下 ｢ 甲 ｣ と い う 。 ) と 社団法人鳥 取県 管工事業協会 (以 下 ｢ 乙 ｣ と い う 。 ) は 、 県 内
に お い て 地震そ の他の 災害が発生 し た場合 の水道及び工業用 水道施設 (以 下 ｢水道施設等 ｣ と い

う 。 ) の復 旧 に つい て 、 次 の と お り 協定 を締結亥る 。

(趣 旨 )
第 1 条 こ の 協定 は 、 大規模な地震災害等 ( 以 下 ｢ 災 害 等 ｣ と い う 。 ) が 発 生 し た 場合 に 、 被害
が 生 じ た水道施設等 の復 旧 につ い て 、 甲 の 要請 に対す る 乙 の協力 に 関 し て 、 必要 な事項 を 定め
る も の と す る 。

( 要 請 )
第 2 条 甲 は 、 災害等発生時 におい て 、 被災市町村又 は鳥取県企業局 (以 下 ｢ 市 町村等 ｣ と い う . )
か ら の要請 に応 じ た場合そ の他 甲 が必要 と 判断 し た場合に 、 乙 に対 し応急対策 につ いて協力 を
要請す る も の と す る 。

2 前項 の要請は 、 原則 と し て 文書 に よ る も の と す る 。 た だ し 、 緊急の場合で文書 に よ る こ と が
で き な い と き は 、 口 頭 に よ り 要請 し 、 そ の 後速やかに文書 を提出す る も の と す る 。

3 乙 は 、 前項 の規定 に よ り 要請 を受 け た と き は 、 速やか に応急対策 を行 う た め の 体制 を確立の
上 、 可能 な 限 り 甲 に 協力す る も の と す る 。 な お 、 乙 は市町村等が設置す る 水道対策本部か ら 直
接要請が あ っ た場合 に も 、 同様 に協力す る も の と す る 。

4 前項の規定に よ り 出 動 し た 乙 の会員 は 、 市町村等 が設置す る 水道対策本部の指示に よ り 応急
対策に従事す る も の と す る 。

( 報 告 )
第 3 条 乙 は 、 応急対策 が終了 し た場合は 、 そ の 旨 を 甲 に報告す る も の と す る 。
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やかに応急対策 を
は市町村等が設置

(費 用 負担及び損害の負担 )
第 4 条 第 2 条 の要請に基づ き 乙 が実施 し た応急対策 に 要 し た費用及 び生 じ た損 害 の負 担 に つい
て は 、 応援 を 受 け る べ き 市町村等 が社団法人鳥取県管工事業協会各支部 と 締結 し て い る 別表の
左 覧 に掲げ る 協定に よ る も の と す る 。

(被災 し た他 の都道府県への応援 )
第 5 条 中 が 、 被災 し た他の都道府県か ら の要請 に応 じ水道施設 の復 旧 に係 る応急の応援 を行 う
た め 、 乙 に 協力 を 要請 し た場合 において も 乙 は可能 な 限 り 協力す る も の と す る 。

( 連絡体制等 )
第 6 条 こ の協定に 関す る 連絡窓 口 は 、 中 に お い て は鳥取県生活環境部食 の安全推進課 、 乙 に お
い て は社団 法人鳥取県管工事業協会事務局 と す る 。

2 甲及 び 乙 は 、 協力活動 に係 る 情報伝達を正確に行 う た め 、 あ ら か じ め連絡責任者を定め る も
の と す る

( 協議事項 )
第 7 条 こ の 協定に定 め る 事項 に疑義が生 じ た と き 又 は こ の 協定 に定め の な い事項 で必要が生 じ
た と き は 、 甲 乙 協議の上定 め る も の と す る 。

( 有効期間 )
第 8 条 こ の 協定は 、 平成 1 6 年 1 0 月 か ら 効力 を有す る も の と し 、 甲 又 は 乙 が文書 を も っ て 協
定の終 了 を通知 し な い 限 り そ の 効力 を持続す る 。

本協定の締結 を証す る た め 、 本書 2 通 を 作成 し 甲 乙記名 押印の上 、 各 自 1 通 を保有す る 。

平成 1 6 年 1 0 月 1 日

甲 鳥 取 市東町一丁 目 2 2 0 番地

鳥取県

鳥取県知事 片 山 善

乙 鳥取市松並 町二丁 目 1 6 0 番 地

社 団 法人鳥取県管工事業協会

会 長 足 立 富 雄



別 表

協定名 協定締結年月 日 協定締結 当事者

災害時に お け る 水道及び工
業用 水道 の応急対策業務等
に 関す る 基本協定

平成 1 6 年 3 月 2 5 日
( 甲 )
鳥 取市 、 国府町 、 岩美町 、 福部村 、
気高 町 、 鹿野町 、 青谷町 、 郡家町 、
船岡 町 、 河原町 、 八東町 、 若桜町 、
用瀬町 、 佐治村 、 智頭町

( 乙 )
鳥 取県企業局

(丙 )
社団法人鳥取県管工事業協会
東部支部

災害時 に お け る 水道 の応急
対策業務等 に 関す る 基本協
定

平成 1 5 年 8 月 2 8 日 ( 甲 )
倉吉市 、 羽合町 、 泊 村 、 東郷町 、
三朝町 、 関金町 、 北条町 、 大栄町 、
東伯 町 、 赤碕町

( 乙 )
社団法人鳥取県管工事業協会
中部支部
中部管工事業協 同組合

災害時に お け る 水道及び工
業用水道の応急対策業務等
に 関す る 基本協定

平成 1 3 年 1 1 月 1 9 日
( 甲 )
米子 市 、 境港市 、 日 吉津村、
西伯 町 、 会見町 、 岸本町 、 淀江町 、
大 山 町 、 名 和町 、 中 山 町 、 日 南町 、
日 野 町 、 江府町 、 溝 ロ 町
( 乙 )
鳥 取県企業局

(丙 )
社団法人鳥取県管工事業協会
西部支部


